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１．平成20年の『学習指導要領』改訂にお
ける特別活動と道徳教育

平成20年の『学習指導要領』改訂において、特別活

動の基本的な性格及び内容の構成に変更はない。ただ

し、全体目標が改められるとともに、従来「第２内容」

として、各活動・学校行事が扱われていたのが、「第

２各活動・学校行事の目標及び内容」となり、各活

動・学校行事それぞれに、目標と内容が示されるよう

になった。特に小学校の学級活動の内容については、

共通事項としての「（1）学級や学校の生活づくり」、

「（2）日常の生活や学習への適応及び健康安全」の他、

初めて、低学年、中学年、高学年に分けて内容が示さ

れた。自発的・自治的な活動、異年齢集団による交流

活動、集団宿泊活動、話合い活動、人間関係を形成す

る力を養う活動などが重視され、また全体計画や年間

指導計画の作成について、具体的な方向性が示され

た。

一方、道徳教育についても、基本的に大きな変更点

はないものの、全体として道徳教育の重要性が強調さ

れ、充実のための方途が示されている。学校における

道徳教育の「要」としての道徳の時間という観点が強

調されている。『学習指導要領』の「総則」において

はじめに

特別活動は、学校の教科外課程における重要な領域

である。教科課程が、科学と文化の側面の教育内容で

あるのに対して、特別活動は、生活と道徳の側面の教

育内容であり、もともと道徳教育と密接な関係にある。

ところが、道徳教育は、特別活動や各教科、その他の

活動において行なわれる可能性が大いにあるにもかか

わらず、道徳の時間のみで行なわれるという誤った考

え方が少なからず見受けられる。2008（平成20）年に

改訂された小学校及び中学校の『学習指導要領』では、

この点について、学校における道徳教育は、教育活動

全体を通して行なわれるべきもので、その要となるの

が道徳の時間であること、また特別活動が道徳的実践

の場であることが強調されている。

本稿では、まず『学習指導要領』改訂における特別

活動と道徳教育の動向を踏まえ、特別活動の基本的性

格と内容を見る。それから道徳教育における道徳の時

間の意義を明らかにし、特別活動と道徳教育の関連性

について考察し、最後に特別活動における道徳的実践

の指導例を挙げる。それゆえ本稿の目的は、道徳教育

の実践の場の観点から、特別活動の意義について考察

することにある。
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的な態度や健全な生活態度を育てる」（4）と記されてい

る。

児童会活動については、「児童会活動を通して、望

ましい人間関係を形成し、集団の一員としてよりよい

学校生活づくりに参画し、協力して諸問題を解決しよ

うとする自主的、実践的な態度を育てる」（5）と記され

ている。

小学校のみ設けられているクラブ活動については、

「クラブ活動を通して、望ましい人間関係を形成し、

伸長を図り、集団の一員として協力してよりよいクラ

ブづくりに参画しようとする自主的、実践的な態度を

育てる」（6）と記されている。

学校行事については、「学校行事を通して、望まし

い人間関係を形成し、集団への所属感や連帯感を深め、

公共の精神を養い、協力してよりよい学校生活を築こ

うとする自主的、実践的な態度を育てる」（7）と記され

ている。

中学校では、学級活動及び学校行事は、小学校と同

文で目標が記されている。生徒会活動については、

「生徒会活動を通して、望ましい人間関係を形成し、

集団や社会の一員としてよりよい学校生活づくりに参

画し、協力して諸問題を解決しようとする自主的、実

践的な態度を育てる」（8）と記されている。

児童生徒にとっては、複雑で変化の激しい社会での

生き方などについて体験的に学ぶ場が必要である。特

別活動は、その重要な場や機会として、学校教育にお

いて、望ましい集団活動や体験的な活動を通して、実

際の社会で生きて働く社会性を身につけるなど、児童

生徒の人間形成を図る教育活動である。

特別活動は、将来の職業や生活を見通して自立的に

生きるための「生きる力」を育成するために、学校に

おける望ましい集団生活や体験的な活動を通して、ま

た発達の段階に応じた活動や体験を通して、児童生徒

の人間形成を図ることを特質とする（9）。特別活動の教

育的意義は、まず第一に、集団活動を特質とすること

であり、第二に、集団による実践的な活動を特質とす

ることである。特別活動の内容相互に関連があり、ま

た特別活動と各教科、外国語活動、道徳、総合的な学

習の時間、生徒指導との関連も重要な意味を持ってい

る。

小学校の特別活動の内容は、学級活動では、各学年

段階での内容とともに、共通事項として、（1）学級や

も、「道徳教育の内容」の部分でも「要」が使われて

いる。道徳教育の目標に関する部分では、「伝統と文

化を尊重し」、「我が国と郷土を愛し」、「公共の精神を

尊び」という文言が加えられたが、これは2006（平成

18）年の教育基本法の改正の趣旨を踏まえたものであ

る。

教材の活用については、「先人の伝記、自然、伝統

と文化、スポーツなどを題材とし、児童が感動を覚え

るような魅力的な教材の開発や活用を通して、児童の

発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行

うこと」（1）とされた。全般的に重要な点は、道徳教育

は、学校の教育活動全体を通して行なわれるもので、

道徳の時間は、その要として、教育活動全体を通して

行なわれる道徳教育を補充、深化、統合し、児童生徒

に道徳的価値の自覚を深めることを目的とすること

が、改めて強調されていることである。

また、今回の『学習指導要領』の改訂で最も注目し

なければならない点は、道徳的実践の指導の充実を図

る観点から、特別活動の目標や内容が改善されたこと

である。この点について、小学校及び中学校の『学習

指導要領』では、「第１章総則の第１の２及び第３章

道徳の第１に示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時

間などとの関連を考慮しながら、第３章道徳の第２に

示す内容について、特別活動の特質に応じて適切な指

導をすること」（2）となっている。道徳教育の実践の場

としての特別活動が改めて注目されることになったの

である。

２．特別活動の基本的性格と内容

平成20年の『小学校学習指導要領』には、特別活動

の目標が次のように記されている。「望ましい集団活

動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を

図り、集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築

こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、

自己の生き方についての考えを深め、自己を活かす能

力を養う。」（3）

各活動・学校行事の目標は次のように記されてい

る。学級活動については、小学校・中学校とも同じく、

「学級活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集

団の一員として学級や学校におけるよりよい生活づく

りに参画し、諸問題を解決しようとする自主的、実践
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り組みはまちまちであり、資料を用いて堅実な授業を

行なう場合もあれば、道徳の時間を十分に活用しない

場合もあった。このことは、現在でもいえることであ

り、各教科の授業によって、児童生徒の知識・理解・

技能の向上を図ることに比べて、道徳教育に対して、

教員によって考え方や取り組み方が異なること、道徳

の時間の教育方法として、読み物資料や視聴覚教材が

充実してきているが、まだ十分定着していない部分が

あることを示している。

道徳教育の目標については、『小学校学習指導要領』

の「第１章総則」の「第１教育課程の編成の一般方針」

に次のように記されている。「学校における道徳教育

は、道徳の時間を要
かなめ

として学校の教育活動全体を通じ

て行うものであり、道徳の時間はもとより、各教科、

外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれ

ぞれの特質に応じて、児童の発達の段階を考慮して、

適切な指導を行わなければならない。」（1 1）同じく、

『中学校学習指導要領』には、次のように記されてい

る。「学校における道徳教育は、道徳の時間を要
かなめ

とし

て学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳

の時間はもとより、各教科、総合的な学習の時間及び

特別活動のそれぞれの特質に応じて、生徒の発達の段

階を考慮して、適切な指導を行わなければならな

い。」（12）

小学校及び中学校の『学習指導要領解説道徳編』で

は、『学習指導要領』の「第１章総則」における道徳

教育の目標を踏まえ、道徳教育の目標について、次の

７点にまとめて論述している（13）。

（１）人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培う。

（２）豊かな心をはぐくむ。

（３）伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた

我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図る人

間を育成する。

（４）公共の精神を尊び、民主的な社会及び国家の発

展に努める人間を育成する。

（５）他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の

保全に貢献する人間を育成する。

（６）未来を拓
ひら

く主体性のある日本人を育成する。

（７）その基盤としての道徳性を養う。

道徳性の捉え方については、次のように規定されて

いる。「道徳性とは、人間としての本来的な在り方や

よりよい生き方を目指してなされる道徳的行為を可能

学校の生活づくり、（2）日常の生活や学習への適応及

び健康安全がある。児童会活動では、（1）児童会の計

画や運営、（2）異年齢集団による交流、（3）学校行事

への協力がある。クラブ活動では、（1）クラブの計画

や運営、（2）クラブを楽しむ活動、（3）クラブの成果

の発表がある。

中学校では、学級活動に、（1）学級や学校の生活づ

くり、（2）適応と成長及び健康安全、（3）学業と進路

があり、生徒会活動には、（1）生徒会の計画や運営、

（2）異年齢集団による交流 、（3）生徒の諸活動につ

いての連絡調整、（4）学校行事への協力、（5）ボラン

ティア活動などの社会参加がある。

学校行事は、小学校・中学校共通して、（1）儀式的

行事、（2）文化的行事、（3）健康安全・体育的行事、

（4）遠足・集団宿泊的行事（中学校では、旅行・集団

宿泊的行事）、（5）勤労生産・奉仕的行事がある。

３．道徳教育と道徳の時間

戦前の修身科が、軍国主義・超国家主義の体制を維

持するために利用されたことへの反省から、戦後は修

身科を廃止した。そして、1947（昭和22）年の『学習

指導要領一般編（試案）』において社会科を設け、戦

後の道徳教育は、社会科を中心に学校の教育活動全体

を通じて行なう全面主義として始まった。当初は、全

面主義を定着させる方向で道徳教育を行なうことが考

えられていたが、内外の情勢の変化によって、1958

（昭和33）年10月の『学習指導要領』改訂によって、

小学校と中学校に道徳の時間が特設された。これは、

全面主義から、特設主義への転換にも見えるが、道徳

の時間に重点を置きながら、教育活動全体を通じて道

徳教育を行なうことから、より正確には、「全面・特

設主義」の方針への転換と見ることができよう（10）。

道徳の時間が特設されてから、この時間はどのよう

な性格の時間であるか共通理解が必ずしも得られなか

った。道徳の時間は修身科を復活させたものではない

にもかかわらず、修身科と同様なものと捉え、あまり

積極的に運営しない場合も見られた。そもそも道徳は

教えられるかという問題から発し、どのような方針で

教えるかは定まらなかった。当時の文部省は、教師用

の道徳の資料集を刊行したりして、軌道に乗せようと

した。しかし、学校や教師により、道徳の時間への取
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知識から切り離されて、道徳だけが存在するというこ

とはありえない。だから各教科で習得する知識・理

解・技能は、道徳性の育成のための基盤となるのであ

る。また各教科での生徒指導が、道徳の時間と関連し

てくることもある。授業中の態度などで問題が生じた

際、そのことを道徳の時間で考えることもありうる。

道徳の時間が特設されてから、道徳教育は道徳の時

間のみで行なうものとの誤解も生じているが、戦後当

初からの基本方針であった全面主義は基本的に継承さ

れていると見なければならない。『学習指導要領』改

訂の度に、重点に若干の変更は見られても、基本的に

道徳の時間を要としつつ、教育活動全体、とりわけ各

教科、特別活動を通して行なうことは一貫しているの

である。

小学校及び中学校の『学習指導要領』では、道徳の

時間を要として、学校の教育活動全体を通じて行なう

道徳教育の内容を、４つの観点からそれぞれ数項目挙

げている（19）。

１ 主として自分自身に関すること。これは、自分自

身の生活態度や自己の在り方に関する事柄である。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること。これ

は、自己の行為を他者とのかかわりの中で捉え、望

ましい人間関係の育成を図ることに関する事柄であ

る。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関する

こと。これは、自然や美しいもの、崇高なものとの

かかわりで自己の生き方を捉え、生命の尊さについ

ての自覚を深めることに関する事柄である。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

これは、自己の在り方を、家族、郷土、国家、国際

社会との関係の中で捉え、法や決まりの意義を理解

し、公徳心をもって、世界の平和と人類の福祉に貢

献することを自覚することに関する事柄である。

４．特別活動と道徳教育の関連性

小学校及び中学校の『学習指導要領解説特別活動編』

と小学校及び中学校の『学習指導要領解説道徳編』に

おいて、特別活動と道徳教育の関連についてほぼ同じ

内容で記述されている（20）。ここでは、小学校の内容

について見ていく。

まず、特別活動の目標を前提にして次のように記さ

にする人格的特性であり、人格の基盤をなすものであ

る。それはまた、人間らしいよさであり、道徳的諸価

値が一人一人の内面において統合されたものといえ

る。」（14）学校における道徳教育においては、各教育活

動の特質に応じて、特に道徳性を構成する諸様相であ

る道徳的心情、道徳的判断力、道徳的実践意欲と態度

などを養うことを求めている（15）。道徳的心情は、道

徳的価値の大切さを感じ取り、善を行うことを喜び、

悪を憎む感情のことである。道徳的判断力は、それぞ

れの場面において善悪を判断する能力である。道徳的

実践意欲と態度は、道徳的心情や道徳的判断力によっ

て価値があるとされた行動をとろうとする傾向性を意

味する。

道徳の時間の目標は、次の４点にまとめられてい

る（16）。

（１）計画的、発展的に指導する。

（２）学校の教育活動全体で行う道徳教育を補充、深

化、統合する。（中学校：学校の教育活動全体を通じ

て行う道徳教育を補充、深化、統合する。）

（３）道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての

考えを深める。（中学校：道徳的価値及びそれに基づ

いた人間としての生き方についての自覚を深める。）

（４）道徳的実践力を育成する。

道徳の時間は、各教科、外国語活動（小学校のみ）、

総合的な学習の時間及び特別活動など学校の教育活動

全体を通じて行われる道徳教育の要の時間としての役

割を担っている（17）。すなわち、各教育活動において

行われる道徳教育を、全体にわたって調和的に補充、

深化、統合する時間である。道徳的実践力とは、人間

としてよりよく生きていく力であり、一人一人の児童

が道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考え

を深め、将来出会うであろう様々な場面、状況におい

ても、道徳的価値を実現するための適切な行為を主体

的に選択し、実践することができるような内面的資質

を意味している（18）。それは、主として、道徳的心情、

道徳的判断力、道徳的実践意欲と態度を包括するもの

である。

各教科においては、教科内容の習得を通して、児童

生徒が認識能力を向上させることは、同時に善悪を判

断し、善い行ないを実践するための基盤となる道徳性

を高める。道徳は、科学を前提として存立し、また科

学は道徳に導かれてこそ、本来の姿である。科学的な
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障害のある人々などとの触れ合いや文化や芸術に親し

む体験を通して、望ましい人間関係、自律的態度、心

身の健康、協力、責任、公徳心、勤労、社会奉仕など

にかかわる道徳性の育成を図ることができる。

特に、「〔学級活動〕については、学級、学校及び児

童の実態、学級集団の育成上の課題や発達の課題及び

第３章道徳の第３の１の（3）に示す道徳教育の重点

などを踏まえ、各学年段階において取り上げる指導内

容の重点化を図るとともに、必要に応じて、内容間の

関連や統合を図ったり、他の内容を加えたりすること

ができること」（22）とされている。

もともと道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて

行なわれるべきものであり、今回の『学習指導要領』

の改訂によって、特別活動が特に注目されるようにな

ったわけではない。しかし、道徳の時間が特設されて

から、道徳教育は道徳の時間のみで行なうという誤っ

た考え方が見受けられることも否めない。道徳の時間

だけではなく、各教科でも、特別活動でも、あるいは

総合的学習の時間や外国語活動でも、道徳教育の可能

性はある。そのような場で、児童生徒が道徳的体験を

しても、それを道徳的価値として自覚できない。だか

らそのような道徳的体験を道徳の時間で補充、深化、

統合して、道徳的価値の自覚及び自己の生き方につい

ての考えを深め、道徳的実践力を育成する。つまり、

子どもたちの体験が先行し、その体験にこのような意

味があったと自覚させるのが、道徳の時間の役割であ

る。

したがって道徳の時間で資料を用いる場合に、児童

生徒の体験に関連する資料を用いることが最もよいと

考えられる。児童生徒の体験から切り離された単なる

物語としての資料を読み解こうとしても、現実性が希

薄であることは否定できない。資料の文章を用いる授

業もありうると思われるが、単調な話のすじ書きの中

で、善悪を判断し、道徳的行為とは何かを考え、道徳

的実践力を育成することは難しいと思われる。

このようなこともあり、望ましい集団活動を通して、

望ましい人間関係を形成しようとする特別活動は、最

も重要な道徳教育の場である。このことは、特別活動

における児童生徒の体験を道徳の時間で考え、その体

験の意味を自覚し、道徳の時間で学んだ道徳的価値を

特別活動で実践するということである。つまり特別活

動における道徳的体験が、道徳の時間において自覚さ

れている。「この目標には、心身の調和のとれた発達

と個性の伸長、自主的、実践的な態度、自己の生き方

についての考え、自己を生かす能力など道徳教育がね

らいとする内容と共通している面が多く含まれてお

り、道徳教育との結び付きは極めて深い。とりわけ、

特別活動における学級や学校生活における望ましい集

団活動や体験的な活動は、日常生活における道徳的実

践の指導をする重要な機会と場であり、道徳教育に果

たす役割は大きい。」（21）

具体的には、特別活動において身につけられる次の

ような態度が、道徳性と関連する。自分勝手な行動を

とらずに節度ある生活をしようとする態度、自己の役

割や責任を果たして生活しようとする態度、よりよい

人間関係を築こうとする態度、みんなのために進んで

働こうとする態度、自分たちで約束をつくって守ろう

とする態度、目標をもって諸問題を解決しようとする

態度、自己のよさや可能性に自信をもち集団活動を行

おうとする態度などは、集団活動を通して身に付けた

い道徳性である。また、児童の悩み、学級や学校生活

における葛藤などの道徳性に関する問題は、学級活動

における指導と深いかかわりがある。

学級活動では、児童による自発的、自治的な活動に

よって、望ましい人間関係の形成やよりよい生活づく

りに参画する態度などにかかわる道徳性を身に付ける

ことができる。また学級活動で、自らの生活を振り返

り、自己の目標を定め、努力して健全な生活態度を身

につけようとすることは、道徳性の育成に密接なかか

わりをもっている。

児童会活動では、異年齢の児童が学校におけるより

よい生活を築くために、諸問題を見出し、これを自主

的に取り上げ、協力して解決していく自発的、自治的

な児童会活動は、異年齢による望ましい人間関係の形

成やよりよい学校生活づくりに参画する態度などにか

かわる道徳性を身に付けることができる。

クラブ活動においては、異年齢の交流を深め、協力

して共通の興味・関心を追求する活動が行われる。そ

のようなクラブ活動は、異年齢による望ましい人間関

係の形成や個性の伸長、よりよいクラブ活動づくりに

参画する態度などにかかわる道徳性を身に付けること

ができる。

学校行事においては、特に、ボランティア精神を養

う活動や自然の中での集団宿泊体験、幼児、高齢者や
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低学年　１－（2）自分がやらなければならない勉

強や仕事は、しっかりと行う。

中学年　１－（2）自分がやろうと決めたことは、

粘り強くやり遂げる。

高学年　１－（2）より高い目標を立て、希望と勇

気をもってくじけないで努力す

る。

（３）児童会活動

例……「身近な集団に進んで参加し、自分の役割を

自覚し、主体的に責任を果たす委員会活動」

この活動では、「高学年の一員として、学校生活の

充実と向上を目指して活動しようとする自発的、自治

的な態度」、「協力し支え合い、自己を生かしながらよ

りよい学校生活をつくることのできる能力」を育てる。

集団の一員としてよりよい学校生活づくりに参画する

活動は、役割・責任、社会参画、愛校心などにかかわ

る道徳性を養うことができる。また、異学年の子ども

との協力によって、思いやり、親切など人間関係に関

する道徳性も養うことができる。

特に意識したい道徳の内容は以下のものである。

低学年　４－（4）先生を敬愛し、学校の人々に親し

んで、学級や学校の生活を楽しく

する。

中学年　４－（4）先生や学校の人々を敬愛し、みん

なで協力し合って楽しい学級をつ

くる。

高学年　４－（3）身近な集団に進んで参加し、自分

の役割を自覚し、協力して主体的

に責任を果たす。

（４）クラブ活動

例……「互いに信頼し、学び合って友情を深め、男

女が協力し助け合うクラブ活動」

この活動では、「スポーツを楽しみながら、クラブ

の一員としての役割や責任を果たし、よりよいクラブ

づくりに参画しようとする自発的、自治的な態度」、

「個性を発揮して活動したり教え合ったりするなどの、

自己を生かす能力」を育てる。異年齢の子どもが協力

して練習や試合を楽しむことによって、連帯感や思い

やりなどの他者とのかかわりに関する道徳性を育てら

れる。また、役割を分担して活動することにより、リ

ーダーシップや責任などについて学ばせたり、自己の

よさを発揮して活動することを通して個性の伸長等の

せる道徳的価値の基礎になり、また道徳的価値の主体

的な自覚を確固としたものとするための実践の場も特

別活動であると考えられる。今回の『学習指導要領』

の改訂で、特別活動と道徳教育の関連性が強調されて

いるのは、特別活動における道徳教育の実践の場とし

ての意味が再認識されたことを表わしている。

５．特別活動における道徳的実践の指導

道徳教育との関連において、実践に使える特別活動

の例を、文献からいくつか挙げてみる（23）。

（１）学級活動（1） 学級や学校の生活づくり

例……「協力し合って学級生活を楽しくするための

きまりをつくり、守る活動」

この活動では、「学級生活を楽しく豊かなものにす

るという視点で、学級生活上の諸問題を自発的、自治

的に話し合って解決しようとする態度」、「自己の考え

をしっかりともち、自己を生かしてきまりを守り合う

能力」を育てる。きまりの必要性を理解して生活する

ことにより、規範意識や公徳心などの多様な道徳性を

養うことができる。

特に意識したい道徳の内容は以下のものである。

低学年　４－（1）約束やきまりを守り、みんなが使

う物を大切にする。

中学年　４－（1）約束や社会のきまりを守り、公徳

心をもつ。

高学年　４－（1）公徳心をもって法やきまりを守り、

自他の権利を大切にし進んで義務

を果たす。

（２）学級活動（2） 日常の生活や学習への適応及び

健康安全

例……「目標を立て、粘り強くやり遂げるようにす

る指導」

この活動では、「自分の目標に向かって粘り強く努

力し、やり遂げることのできる自主的、実践的な態度」、

「自己を見つめ、客観的に理解し、自己を生かして目

標等を設定することができる能力」を育てる。よりよ

い自分になるために、自分と友達との違いや共通点な

どに気付かせ、自分自身を理解させ、希望や目標をも

たせる指導により、向上心や努力にかかわる道徳性を

養うことができる。

特に意識したい道徳の内容は以下のものである。
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係性を持っている。特別活動で生じた問題を道徳の時

間で取り上げる際に、それと関連のある資料を用いる

ことが重要である。

このように、今回の『学習指導要領』改訂において、

特別活動における道徳教育の実践の場としての意義が

再認識された。それは、道徳的体験の場としての特別

活動の重要性が、改めて認識されたことを意味する。

すなわち、特別活動における道徳的体験が先行し、そ

の体験の道徳的価値を主体的に自覚させるのが、道徳

の時間の役割であり、またそのように道徳の時間で学

んだ事柄を実践する場も特別活動である。それゆえ特

別活動は、道徳的実践の場として、道徳教育と不可分

の関連性を有しているといえよう。
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け合う。
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例……「生産の喜びを味わわせ、奉仕の精神を育て

る勤労生産・奉仕的行事」
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な態度」、「自己のよさを生かして、集団に寄与しよう
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り組むことの大切さなど多様な道徳性を養う大切な機

会となる。また、動植物を育てる活動は、自然を大切

にする心や自然の恵みに感謝する心の育成が期待でき

る。

特に意識したい道徳の内容は以下のものである。

低学年　４－（2）働くことのよさを感じて、みんな

のために働く。

中学年　４－（2）働くことの大切さを知り、進んで

みんなのために働く。
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このように、特別活動は、道徳的実践の場として、

道徳教育の内容とも関連するのである。

むすび

学校における道徳教育は、家庭や地域社会との連携

を図りながら、教育活動全体を通じて、道徳的価値を

自覚させるとともに、児童生徒の生き方を形成する。

学校の教育活動の中でも、とりわけ特別活動は、望ま

しい集団活動を通して、人間関係を築き、自己の生き

方を形成する活動として、道徳的実践の場である。

したがって、たとえば学級活動で会を催したら、そ

の活動の意味を深めるために、道徳の時間で考え、道

徳の時間にみんなで考えたことを、また学級活動で実

践するなど、特別活動と道徳の時間は、相互に強い関
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